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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年５月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１２月３日 １０時１５分ごろ 

発生場所 和歌山県すさみ町和深
わ ぶ か

埼南南西方沖 

  すさみ町所在の周参
す さ

見
み

港稲積島灯台から真方位１７０°３.１海里 

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°２９.５′ 東経１３５°２９.９′） 

事故調査の経過  平成２４年１２月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。   

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 液体化学薬品ばら積船 陽
よう

裕
ゆう

丸、４９９トン 

   １４１６０３、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

及び旭陽タンカー株式会社 

      ６４.５０ｍ×１０.００ｍ×４.４３ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２３年１０月２８日 

Ｂ 漁船 海
かい

王
おう

丸、４.９２トン 

   ＷＫ３－１１８３６（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.８３ｍ（Lr）×２.２０ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２６４.８０kＷ、昭和４５年１０月１４日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４０歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成７年１２月２６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年７月２７日 

    免状有効期間満了日 平成２７年１２月２５日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 昭和４９年１１月１５日 

    免許証交付日 平成２０年１１月１１日 

           （平成２６年１０月２１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷前部の船側外板に凹損及び右舷ハンドレール２か所に曲損 

Ｂ 右舷船首部及び船首甲板に破口を伴う亀裂等 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、平成２４年１２月３日０７時
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４５分ごろ、和歌山県美浜町日ノ御埼南南東方沖において、船長Ａ

が、単独で船橋当直に就き、紀伊半島南西岸沖を約１０～１１ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により南東進し

た。 

船長Ａは、操舵室操舵スタンドの右側に設置された２台のレーダー

のうち１台を８Ｍレンジで作動させて見張りに当たり、０９時３７分

ごろ、レーダーで右舷船首約２０°距離約６Ｍの所に３隻の漁船（以

下「漁船群」という。）の映像を認めたが、太陽光が海面に反射して

まぶしく船首方が見えにくかったので、漁船群を目視することができ

ず、レーダーで見張りを行いながら航行した。 

船長Ａは、１０時０５分ごろ、レーダーに漁船群の映像が映ってい

なかったので、漁船群はＡ船の船首方を右舷から左舷へ横切って通過

したものと思い、和歌山県串本町潮岬南方沖の変針予定場所に向けて

航行を続けた。 

船長Ａは、和深埼南南西方沖を針路約１１６°（真方位、以下同

じ。）及び速力約１１.３kn で航行中、突然、右舷船首方約２０°距離

約５～１０ｍにＢ船を認めたが、避航動作を取る間もなく、１０時１

５分ごろ、周参見港稲積島灯台から１７０°３.１Ｍ付近において、

Ａ船の右舷前部とＢ船の船首部とが衝突し、更にＡ船の右舷後部とＢ

船とが衝突した。 

船長Ａは、衝突後、直ちに反転して事故発生場所付近に戻り、１０

時２５分ごろ海上保安部に本事故の発生を通報し、Ａ船は、到着した

巡視艇の指示により、和歌山県田辺市田辺港に向かった。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、和深埼南南東方沖約１２～１３

Ｍの漁場で一本釣り（ひき縄）漁を行っていたが、釣果が芳しくなか

ったので、操業しながらすさみ町周参見漁港に帰港することとし、０

９時００分ごろ漁場を発進した。 

船長Ｂは、操舵室左舷後部の床からの高さ約０.７５ｍに設置され

た板に腰を掛け、周囲の見張り及び漁具の状態などの確認を交互に行

い、また、同室右舷側に設置してあるＧＰＳプロッターで船位を確認

し、０９時３５分ごろ、針路を約３５０°に定め、約６kn の速力で和

深埼南方沖を自動操舵により航行した。 

船長Ｂは、右舷船首方に約３隻の貨物船を視認し、その後、西北西

進する１隻の貨物船との距離が約３Ｍとなって衝突の危険を感じ始

め、貨物船の動静に注意を向けて航行していたが、貨物船が距離約

０.４Ｍまで接近したので、衝突を避けるために左転したところ、約

１分後に衝撃を感じ、Ａ船と衝突したことに気付いた。 

船長Ｂは、機関を中立として停船し、反転して事故発生場所付近に

戻ってきたＡ船と情報を交換したのち、Ｂ船は、自力航行して周参見

漁港に帰港した。 
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（付図１ 両船の推定航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋） 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ  

太陽の高度、方位及びＡ船の船首方位：  

時 刻 高度(°) 方位(°) 
Ａ船の船首方

位(°) 

０９：００ ２１.３ １３８.１ １３５ 

０９：３０ ２５.３ １４４.４ １３６ 

１０：００ ２８.７ １５１.４ １２０ 

１０：１４ ３０.１ １５４.８ １１４ 
 

 その他の事項 

 

Ａ船は、スチレンモノマー約１,００１ｔを積載し、出港時の喫水

は、船首約３.５０ｍ及び船尾約４.８０ｍであった。 

Ａ船は、船内にサングラスを備えていなかった。 

Ａ船は、同型式の自動物標追跡装置（ＡＴＡ）付き航海用レーダー

を２台装備し、船長Ａは、ふだんからレーダーを８Ｍレンジで作動さ

せて見張りに当たっており、本事故当時もレーダーレンジを近距離レ

ンジに切り換えたり、自動物標追跡装置で他船を捕捉したりしていな

かった。 

Ａ船は、レーダーを８Ｍレンジで作動させた場合、他船がＡ船の約

２Ｍの範囲内まで接近すれば、レーダービームの死角となり、探知し

にくいことがあった。 

Ｂ船は、レーダーを装備していたが、使用していなかった。 

Ｂ船の喫水は、船首約０.７５ｍ及び船尾約１.５２ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、和深埼南南西方沖を東南東進中、太陽光が海面に反射して

まぶしく船首方が見えにくい状況下、船長Ａが、右舷船首方に漁船群

を８Ｍレンジとしたレーダーで探知し、８Ｍレンジとしたレーダーで

は２Ｍ以下に接近した船舶を探知しにくいことを知っていたものの、

漁船群はＡ船の船首方を通過したものと思い、レーダーレンジを８Ｍ

レンジとして見張りを行い、右舷方から接近するＢ船の映像を認めず

に航行を続け、見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船が右

舷船首至近に接近して視認し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。  

 Ｂ船は、和深埼南南西方沖をひき縄漁を行いながら北進中、船長Ｂ

が、右舷船首方を西北西進していた貨物船に注意を向けて航行してい

たことから、Ａ船と接近していることに気付かず、貨物船との衝突を

避けるために左転したところ、Ａ船と衝突したものと考えられる。  
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原因  本事故は、和深埼南南西方沖において、Ａ船が東南東進中、Ｂ船が

ひき縄漁を行いながら北進中、船長Ａが見張りを適切に行わず、ま

た、船長Ｂが右舷船首方を西北西進していた貨物船に注意を向けて航

行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  Ａ船は、本事故後、船橋当直者用のサングラスを備えた。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・太陽光が海面に反射して目視による見張りが妨げられる状況では、

サングラスを使用し、また、レーダーによる見張りは、２台の 

レーダーを作動させ、１台を近距離レンジに切り換えるなどのレ 

ンジの設定を適切に行い、自動物標追跡装置、エコートレイル等 

の機能を活用すること。 

・見張りは、一方向のみに集中せずに周囲の見張りを適切に行い、

変針する際は、変針方向を確認すること。 
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付図１ 両船の推定航行経路図 
 

 

                                                                       

 

Ａ船 

Ｂ船 

事故発生場所 

（平成 24年 12月 3日 10時 15分ごろ発生） 

和歌山県 

すさみ町 

和深埼 

安宅埼 

江須崎 

☆ 

周参見漁港 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

09:37:03 33-33-31.6 135-22-55.2 130 130.5 11.2 

10:00:04 33-30-44.5 135-26-55.1 120 120.1 11.4 

10:05:04 33-30-16.5 135-27-54.3 114 114.3 11.2 

10:10:03 33-29-52.7 135-28-54.8 115 115.6 11.3 

10:11:03 33-29-47.9 135-29-06.8 114 115.3 11.0 

10:12:03 33-29-43.0 135-29-18.7 115 116.9 11.2 

10:13:03 33-29-38.2 135-29-30.8 115 116.4 11.3 

10:14:03 33-29-33.1 135-29-43.1 114 116.2 11.2 

10:14:44 33-29-29.9 135-29-51.3 115 115.9 11.3 

10:15:03 33-29-28.2 135-29-55.1 108 117.6 11.3 

10:16:04 33-29-27.3 135-30-05.7 113 095.5 7.6 

10:17:00 33-29-24.3 135-30-11.0 182 146.0 4.7 

10:18:00 33-29-21.1 135-30-11.3 252 197.6 2.6 

    （注１）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 

               




